
 

 

 

 

資産除去債務とは、土壌汚染対策・アスベスト処分・ＰＣＢ処理など、有形固定資産の原状回復のために見

込まれる将来費用のうち、法、条例、契約などで実施することが必須とされる債務と言う事になります。 

私たちは、お客様の資産債務除去計上の支援コンサルティングサービスを行いリスク軽減のお手伝いを致し

ます。 

◆ こんなお手伝いをいたします◆ 

土壌汚染対策法・石綿障害予防規則などの法律・条例などを確認し、該当する資産を把握、そして、具体的

に資産除去債務の見積もりを収集し、試算見積をします。試算後は、報告書として内容をまとめます。 

このことにより不動産の取引、相続において法令に基づく正しい資産価値を評価し、税金等の過払い・不動

産取引や相続のトラブルを未然に防ぐことが出来ます。 

 

支援サービス業務概要 

調査内容に関する情報の収集の上、御提供を 

                                お願いします。 

 

 

資産除去債務に該当するものを抽出する 

ためのスクリーニング調査や現地での確認 

踏査・ヒアリング調査を実施させて頂きます。 

 

                                                      見積可能な物件については、見積書を作成し、 

ご報告させて頂きます。  

 

                                        

お客様の会計事務所様とのお打合せには 

不動産鑑定・財務処理の専門スタッフが 

                                                      お手伝い致します。 

 

 

具体的な「環境債務」≪法・条例・契約で実施必須な有形固定資産の除去にかかる将来費用の主なもの≫ 

・事業所廃止時などの土壌汚染調査・浄化費用など 

・建物解体時のアスベスト材の除去費用や飛散防止対策費など 

・PCB を含むトランスなど PCB を含む廃棄物の除去費用など 

・フロンを含む冷暖房機器などの処分費用など 
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調査計画 

•法令・条例等の確認 

•対象となる資産を把握 

現地調査 

•対象資産での有害物質を確認 

•（土壌・アスベスト・ＰＣＢ） 

報告 

•資産除去債務の試算 

•報告書及見積書の作成、提出 

原価償却 

会計処理 

•将来のキャッシュフロー 

•減損会計処理（会計報告） 

 

 

 


